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１ 事務処理の特例に関する条例（平成11年神奈川県条例第41号）新旧対照表 

改 正 現 行 

第１条～第３条 (略) 第１条～第３条 (略) 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

１～４の４ (略) (略) １～４の４ (略) (略) 

５ 農地法（昭和27年法律第

229号。以下この項において

「法」という。）に基づく次

の事務 

⑴～⒄ (略)

⒅ 法第50条の規定により、

⑴から⒄まで及び⒆から(25)

までに掲げる事務に関し、

農業委員会及び農業委員会

等に関する法律第44条第１

項に規定する機構からの報

告を求めること。 

⒆ (略)

⒇ 法第51条第３項の規定に

より、同条第１項の規定に

よる命令に従わなかった旨

及びその命令に係る土地の

地番等を公表すること。 

(21) 法第51条第４項の規定に

より、原状回復等の措置を

講ずること。 

(22) 法第51条第５項の規定に

より、原状回復等の措置に

要した費用を負担させるこ

と。 

(23) 法第51条の２第１項の規

定により、⑴から(22)まで、

(24)及び(25)に掲げる事務に関

し、農地に関する情報を利

用し、又は提供すること。 

(24) 法第51条の２第２項の規

定により、⑴から(23)まで及

び(25)に掲げる事務に関し、

農地に関する情報の提供を

求めること。 

(25) (略)

(略) ５ 農地法（昭和27年法律第

229号。以下この項において

「法」という。）に基づく次

の事務 

⑴～⒄ (略)

⒅ 法第50条の規定により、

⑴から⒄まで及び⒆から(23)

までに掲げる事務に関し、

農業委員会及び農業委員会

等に関する法律第44条第１

項に規定する機構からの報

告を求めること。 

⒆ (略)

（新規） 

⒇ 法第51条第３項の規定に

より、原状回復等の措置を

講ずること。 

(21) 法第51条第４項の規定に

より、原状回復等の措置に

要した費用を負担させるこ

と。 

(22) 法第51条の２第１項の規

定により、⑴から(21)まで及

び(23)  に掲げる事務に関

し、農地に関する情報を利

用し、又は提供すること。 

(23) 法第51条の２第２項の規

定により、⑴から(22)まで 

  に掲げる事務に関し、

農地に関する情報の提供を

求めること。 

(24) (略)

(略) 

６～160 (略) (略) ６～160 (略) (略) 
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２ 神奈川県環境保全基金条例（平成２年神奈川県条例第２号）新旧対照表 

改正 現行 

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略） 

（運用益金の処理） （運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入

歳出予算に計上して基金に編入するものとする。 

第５条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入

歳出予算に計上して、次に掲げる事業の経費に充て

るほか、基金に編入するものとする。 

(１) 環境保全のための活動基盤の整備

(２) 環境保全に関する知識の普及啓発及び情報

の提供 

(３) 環境保全のための実践活動の支援

（処分） 

第６条 基金は、次に掲げる事業の経費に充てる場合

に限り、これを処分することができる。 

（新設） 

(１) 環境保全のための活動基盤の整備

(２) 環境保全に関する知識の普及啓発及び情報

の提供

(３) 環境保全のための実践活動の支援

第７条 （略） 第６条 （略） 
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３ 2027年国際園芸博覧会神奈川県出展事業の概要 

(1) 委託業務名称

2027年国際園芸博覧会神奈川県出展事業

(2) 委託業務場所

旧上瀬谷通信施設（横浜市旭区・瀬谷区）

(3) 委託業務範囲

県出展に係る出展準備業務（設計業務、施工業務、工事監理業務、運営関係業務）

(4) 県出展面積

県出展面積 約5,000㎡（うち建築面積 約700㎡）

(5) 議会案件

業務名称 委託契約者 委託契約金額 

定 

県 

第 

169 

号 

2027年国際園芸博覧会神

奈川県出展事業 

DSH神奈川県出展事業特定建

設工事共同企業体 

代表者 株式会社電通ライブ 

代表取締役社長執行役員  

髙木 正彦 

1,573,000,000円 

（うち取引に係る消費税及び地

方消費税143,000,000円） 
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入 札 執 行 状 況 調 書 

事業名称 2027年国際園芸博覧会神奈川県出展事業 

１ 公告年月日 令和６年10月11日 

２ 選定方式 公募型プロポーザル 

３ 決定年月日 令和６年12月26日 

４ 契約金額 1,573,000,000円（うち取引に係る消費税及び地方消費税143,000,000円） 

５ 応募者及び提案価格 

予定価格 提案価格 

1,456,363,637 1,430,000,000 

業者名 代表者 代表者所在地 提案価格 総合評価点 順位 

DSH神奈川県出展事

業特定建設工事共

同企業体 

株式会社電通

ライブ
東京都中央区銀座 1,430,000,000 66.82 １ 

（注）上記金額に100分の10に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。 

（注）本件は、価格及び価格以外の要素を総合的に評価して事業者を選定する公募型プロポーザル方

式により優先交渉権者を決定したものである。（上記の表における総合評価点＝価格評価点＋技

術評価点） 

（単位 円） 

（単位 円） 
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